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アジア料理イベント（レシピコンテスト・クッキングイベント） 

企画運営業務委託仕様書 

 

１　業務名 

アジア料理イベント（レシピコンテスト・クッキングイベント）企画運営業務委

託 

 

２　業務目的 

本業務は、第２０回アジア競技大会（２０２６／愛知・名古屋）及び第５回アジ

アパラ競技大会（２０２６／愛知・名古屋）の開催を契機として、アジア各国・地

域との交流及び相互理解を深めるとともに、本市近郊に多く在住するアジア出身者

の文化や暮らしについて理解を深め、多文化共生を推進することを目的として実施

する。 

 

３　履行期間 

　　令和８年７月８日(水)から令和９年２月２６日(金)まで 

ただし、各事業及びその実施期間は次のとおりとする。 

⑴　アジア料理レシピコンテスト 

レシピ募集期間　令和８年９月１日(火)から９月３０日(水)まで 

審査期間　　　　令和８年１０月８日（木）まで 

⑵　アジア料理クッキングイベント（全３回。日程は案） 

第１回　令和８年１２月１３日（日）　 

第２回　令和９年　１月　９日（土）　 

第３回　令和９年　１月２４日（日）　 

 

４　履行場所 

　　尾張旭市内公共施設 

　　※　クッキングイベントは尾張旭市中央公民館を想定 

 

５　業務内容 

　　アジア・フレンドシップ事業として、以下の事業を一体的に実施する。 

　⑴　アジア料理レシピコンテストの企画・運営 

　　　アジア料理のレシピの公募、審査、表彰等について企画・運営する。 

　　ア　公募・受付対応等 

(ア)　アジア各国・地域の料理(日本料理を除く。)で、日本の家庭でも手軽

にできるもの、又は日本の家庭でも作りやすいようにアレンジしたものを

テーマとしたレシピを、広く募集すること。また、募集にあたっては、日

本在住の外国人(アジア出身者を含む。）が応募しやすいよう工夫するこ



2 

と。 

　　　　　※　アジアとは、第２０回アジア競技大会（２０２６／愛知・名古屋）及

び第５回アジアパラ競技大会（２０２６／愛知・名古屋）のOCA加盟国

を基準とし、東アジア、東南アジア、南アジア、中央アジア、西アジア

の各地域を含む。 

　　　(イ)　募集方法等を企画し、市と協議のうえ決定すること。募集方法はＷＥＢ

（専用募集ホームページを用意しフォームでの回答）を基本とし、必要に

応じて紙媒体にも対応すること。また、受付、問い合わせ対応等の業務を

行うこと。 

　　　(ウ)　募集に係る広報（チラシ作成、広報媒体、ＷＥＢ、ＳＮＳ掲載等）を実

施すること。本市の広報誌にも掲載を予定しているため、市が指定する期

日までに掲載原稿案を用意すること。 

(エ)　応募作品の管理を適切な方法で行うこと。 

(オ)　応募レシピはコンテスト終了後、市役所ロビーでの展示や、市ホームペ

ージへの掲載を予定しているため、そのサポートを行うこと。（レシピの

資料を掲示用にまとめる等） 

　　イ　レシピの審査及び優秀レシピの選定、表彰 

(ア)　書類審査を基本とした審査方法を設定すること。 

(イ)　審査員（アジア料理の料理人や料理研究家等）を選定し、審査運営を行

うこと。 

(ウ)　優秀レシピを３本選定すること。また、優秀レシピに選定された応募者

への結果通知を行うこと。 

(エ)　下記⑵「アジア料理クッキングイベント」内での表彰方法等について企

画すること。 

(オ)　優秀レシピは紙やデータでレシピを配布できるようにするなど、効果的

な活用ができるようにすること。 

 

　⑵　アジア料理クッキングイベントの企画・運営 

審査で選ばれた優秀レシピをベースとしたアジア料理の調理等を通じて、日本

人と外国人（アジア出身者を含む。）が交流できるイベントを企画・運営する。 

実施日及び開催会場は次のとおり。（全３回。日程は案） 

第１回　令和８年１２月１３日（日）　尾張旭市中央公民館　２０３実習室 

第２回　令和９年　１月　９日（土）　尾張旭市中央公民館　２０３実習室 

第３回　令和９年　１月２４日（日）　尾張旭市中央公民館　２０３実習室 

※　上記の日程で実施する場合は、イベント当日は午前９時から午後５時まで

会場を使用することができる。ただし、イベントは３．５時間～４時間程度

で終了できるよう企画運営すること。また、イベント前日は、準備等のため

午後１時から会場を使用することができる。 
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※　中央公民館（市が所有する市内公共施設）の施設使用料については、原則

市が負担する。 

　　ア　クッキングイベント参加者の募集等 

(ア)　募集方法等を企画し、市と協議のうえ決定すること。募集にあたって

は、日本在住の外国人（アジア出身者を含む。）が応募しやすいよう工夫

すること。 

(イ)　参加申込みの受付、参加者名簿の作成、参加者からの問い合わせ対応

及び参加案内の送付等を行うこと。 

(ウ)　参加者の募集に係る広報を幅広く行うこと。広報にあたっては、外国

人（アジア出身者を含む。）にも分かりやすい内容となるよう工夫するこ

と。本市の広報誌にも掲載を予定しているため、市が指定する期日までに

掲載原稿案を用意すること。 

　　イ　クッキングイベントの企画・運営 

(ア)　審査で選定した優秀レシピをベースとしたクッキングイベント（体験型

講座等）を企画・運営すること。内容は、アジア出身者を交えてアジア料

理を作り、実食しながら交流できるものとすること。国籍や世代等を問わ

ず、また、宗教上の理由で食べられないものがある方でも楽しく交流がで

きるよう工夫すること。 

(イ)　食材等の手配、調理器具及び衛生的に管理できる食品の保管場所等の準

備・確保を含めた運営全般を行うこと。 

(ウ)　当日の進行管理及び安全管理を行うこと。また、各調理台（最大５台）

につき１名の補助者を配置すること。 

(エ)　料理のメニュー（レシピ）については、料理専門家等に監修を依頼する

こと。また、クッキングの講師１名を選定し、イベント当日に配置するこ

と。 

　　　(オ)　各回で調理する料理に合う紅茶を紹介することで、アジア出身者を含む

参加者同士が交流を持てるようにすること。紅茶は尾張旭市用に独自にブ

レンドした紅茶である「尾張旭ＴＥＡ」（４種類）の中からの選定等を想

定している。紅茶の選定には、有識者からの意見等を踏まえること。 

(カ)　優秀レシピに選定された応募者に対し、イベントへの参加・協力を要請

し、原則イベント内で表彰を行うこと。 

(キ)　参加者へのアンケートを作成し、回答結果をまとめること。アンケート

は参加する外国人にも分かりやすい内容となるよう工夫すること。また、

内容は市と協議し決定すること。 

 

　　　　　　 

６　想定規模（目安） 

レシピコンテスト応募数：３０件～５０件程度を想定 
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クッキングイベント参加者数：各回２０～３０名程度を想定 

　　※　アジア出身の外国人参加者１名に対し日本人参加者４～５名程度を想定 

 

７　成果物 

受託者は、以下の成果物を提出すること。 

　⑴　事業実施報告書（実施した事業の内容、参加者数、成果、課題、アンケート

結果等） 

　⑵　レシピコンテスト応募作品及び応募者一覧 

⑶　レシピに関する資料一式 

⑷　クッキングイベント参加者一覧 

　⑸　広報に使用したチラシ等作成物一式（データがある場合は、データも提出） 

　⑹　記録写真（市役所ロビー展示及びクッキングイベント） 

 

８　実施体制 

⑴　業務責任者を１名配置すること。 

⑵　企画・運営・広報・当日運営等を円滑に行える体制を構築すること（サポー

ト人員の確保等）。 

⑶　外部講師・専門家を活用すること。 

　 

９　個人情報及び安全管理 

⑴　個人情報は関係法令等に従い適切かつ厳重に管理するものとし、事業に関わ

る者に取扱い等について周知徹底を図ること。 

⑵　応募（参加）者氏名やイベント開催時に撮影した写真については、後日、市

がホームページ等での広報に使用するため、応募（参加）者にはあらかじめそ

の旨を知らせること。また、写真等の撮影を拒否される参加者がいる場合は、

当日写らないよう配慮すること。 

⑶　事故防止（包丁等によるケガや誤飲、火事、食品等のアレルギー）について

の対策をあらかじめ講じること。また、食中毒等が発生することのないよう衛

生管理を徹底すること。 

　　 

10　その他 

　⑴　本業務の実施にあたっては、関係法令、規則等を遵守すること。 

⑵　本業務の実施にあたっては、市と十分に協議・調整を行うこと。 

⑶　受託者は、本業務において知り得た情報（周知の情報は除く。）を本業務の

目的以外に使用し、又は第三者に開示し、若しくは漏洩してはならないものと

し、そのために必要な措置を講じること。また、業務終了後も同様とする。 

⑷　業務に当たり作成した成果品等の著作権、版権等の一切の権利は、全て本市

に帰属する。 
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　　⑸　本業務の範囲において、受託者と応募（参加）者との間で発生したトラブル

等については速やかに対応し、本市にその結果を報告すること。ただし、緊急

対応が必要となる場合については、本市と対応方法等を協議すること。 

⑹　受託者は、業務を一括して第三者に委託することはできない。ただし、業務

を効率的に行う上で必要と認めるときは、本市と協議の上、その一部を再委託

又は請け負わせることができる。 

⑺　業務の進捗について、随時市に報告すること。また効果的な事業の実施に努

めること。 

⑻　本事業は愛知県のアジア・フレンドシップ推進事業費補助金及び公益財団法

人愛知県市町村振興協会アジア・フレンドシップ事業助成金の活用を予定して

いるため、交際費、接待費等、業務目的に寄与しない経費については委託業務

に含めることはできない。 

⑼　本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、本市と速やかに協議を

行い、決定するものとする。 

 

 


